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2027年度 入門講義 法律 

  作成者 紺野 健壱 

 

第１部 憲法 

１ 憲法とは何か 

憲法は、国民の基本的な権利（人権）や国の統治の在り方について定めた「国家の基本法」である。 

「日本国憲法」（全103条）は、大きく３つの分野から構成される。 

・総論部分  ：前文・天皇（１～８条）・戦争放棄（９条）・憲法改正（96条）について規定 

・基本的人権：憲法上、国民に保障された権利（10～40条）を規定 

・統治    ：国会（41～64条）・内閣（65～75条）・司法（76～82条）・財政（83～91条）・地方自治（92～95条） 

などの組織・制度について規定（41～95条） 

 

２ 憲法の位置づけ 

憲法は、国の「最高法規」で国家の基本法である。 

 

法の効力：憲法＞条約＞法律（国会が制定）＞命令（国の行政機関が制定）＞条例（地方公共団体 

の議会が制定）  

 

日本国憲法98条１項 

「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または 

一部は、その効力を有しない」 

例）女性専業主婦法（法律）    憲法14条（法の下の平等）に反し（違憲）、無効（認めない） 

※憲法が法の中で一番力が強い。よって、憲法の規定に反する、矛盾する法律や命令等は無効。「女性専業主婦法」という法律自体 

は国会で定めることは可能（原則として衆議院、参議院各々で出席者の過半数の賛成で成立）だが、憲法14条の「法の下の平等 

（性別で差別してはいけない）に明らかに反する内容なので、このような法律を制定しても無効（法として認められない）。 

 

★日本国憲法の構成 ※太字の箇所が試験対策上重要 

個人の尊重（尊厳）（13条）究極の価値 

 

憲法の最高法規性(98条)    改正規定（96条） 

 

 

人権規定                     統治規定     戦争放棄     天皇 

（包括的基本権・13条）                 （41～91条）     （９条）    （１～８条） 

（法の下の平等・14条） 

    

 

自由権    社会権   受益権  参政権     国会     内閣    裁判所   地方自治      

     （25～28条） （17条） （15、16条）   立法権    行政権     司法権      (92～95条） 

（32条）                  (41～64条)  （65～75条） （76～82条）                         

（40条） 

 

精神的自由  経済的自由  人身の自由          財政 

（19～21、23条） （22、29条）  （18条、31条、33～39条）   （83～91条） 
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３ 日本国憲法の意義・特徴 

憲法とは国家権力を拘束して、国民の権利・自由を守る（保障する）法をいう。 

→国家権力は「憲法」に拘束され、国家権力は「憲法」に従って行使されなければならない（立憲主義）。 

∵国家権力の行使・濫用によって、国民の権利や自由が侵害されることを防ぐ。 

    ↓ 

憲法によって、国民の権利・自由を具体化したものが「人権」（基本的人権）である。 

 

◎人権の種類  ※しっかり目を通して下さい。 

人権の性質 人権の種類（「日本国憲法」に明記されている権利）10～40条 

基本的人権の原則・規定 ・基本的人権の本質（11条） 

・権利・自由に伴う義務と責任（12条） 

◎権利の保障と公共の福祉による限界、幸福追求権（13条） 

◎法の下の平等（14条） 

◎自由権 

→国家の干渉の排除を求

める権利をいう 

◎【精神的自由権】※判例頻出（特に２番目と３番目） 

・思想・良心の自由（19条） 

◎信教の自由（20条）→「政教分離原則」制度を保障 

◎集会・結社・表現の自由・検閲の禁止（21条） 

・学問の自由（23条）→「大学の自治」制度を保障 

【経済的自由権】 

・居住、移転の自由（22条） 

◎職業選択の自由（22条）※職業遂行の自由（営業の自由）」含む 

◎財産権（29条）→「私有財産制度」を保障 

【身体的自由権】（人身の自由） 

・奴隷的拘束・苦役からの自由（18条） 

・刑事裁判の基本原則（31条・39条） 

・被疑者、被告人の権利(33～38条) 

受益権（国務請求権） 

→国家に対し、基本的人権

が侵害された際に、救済行

為を要求できる権利 

・請願権(16条)  

・国家賠償請求権（17条）→「国家賠償法（全６条）」で具体化 

・裁判を受ける権利(32条) 

・刑事補償請求権(40条) 

◎参政権 

→国民が政治に参加する

権利（外国人には保証され

ない権利） 

・公務員の選定罷免権(15条) ※「成年者」による普通選挙を保障  

・憲法改正に対する国民投票権（96条） 

・地方特別法に対する住民投票権（95条） 

・地方公共団体の長、議会の議員等の選挙権(93条) 

◎社会権 

→国民が国家に対して、諸

条件の確保を国に求める

権利 

◎生存権(25条)→生活保護などの実施 

・教育を受ける権利（26条）※義務教育の無償 

・勤労の権利（27条） 

→労働三権：「団結権」「団体交渉権」「団体行動権（争議権）」 

国民の義務 ・子どもに教育を受けさせる義務(26条) 

・勤労の義務(27条) 

・納税の義務（30条） 

※法律や条例などは、国民や住民に義務を課すことが多い。他方、憲法（人権規定）は、「国民」に対して、さまざまな権利を保障 

し、「国家」に対して、さまざまな義務を課す法である。 
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４ 権力分立 

日本国憲法は、国民に対して基本的人権を保障している 例）信教の自由、表現の自由など 

↓ 

この人権を国家が不当に侵害しないように、憲法は国家権力を制限するために国家権力を三権(立法 

権・行政権・司法権)に分け（権力分立・三権分立）、それぞれの組織や制度について規定している。 

 

➊立法権（国会） ＝一般的抽象的な法規範（法律）を制定する作用     ※憲法41～64条 

➋司法権（裁判所）＝具体的な争訟事件につき、法を適用して解決する作用  ※憲法65～75条 

➌行政権（内閣） ＝国家の作用―立法権＋司法権（控除説）        ※憲法76～82条 

 

国家の作用（権力分立） 

    

➌行政権（内閣） 例）法律の「執行」 

                                ※実際は「公務員」が担当 

 

➊立法権（国会）              ➋司法権（裁判所） 例）裁判作用 

例）法律の「制定」                     

 

 

第２部 行政法 

１ 行政法とは？ 

「行政法」という名前の統一の法律は存在しない ※「憲法」や「民法」との違い 

∵多種多様な行政活動を一つの法律で網羅的に規定するのは事実上極めて困難である。 

↓ 

「行政法」とは、➊行政の組織（「お役所」、「公務員」の制度など）や、➋行政活動（行政の国民への 

アプローチ）、➌行政の統制などについて規律（ルール化）した複数の法律の総称をいう。 

※現在、日本には約2600の法律が存在するが、そのうち1900は行政に関わる法律である。 

 

２ 行政の役割―「法律の執行」の例 

国民の代表である「国会」が制定した法律の内容を、行政が執行（実現・具体化）する。 

 

★法律の執行の具体例 

＜税金を徴収するケース＞ 

            国会が制定    行政（例・市区町村） 

憲法30条        法律       法律の執行 

（納税の義務）      地方税法     「課税処分」の実施     納税の義務が発生する。 

 

 

＜生活保護を支給するケース＞ 

           国会が制定    行政（例・市区町村） 

憲法25条       法律       法律の執行 

（生存権）      生活保護法     「生活保護」の支給      生活保護を受給できる。 
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３ 行政はどのような活動を行なうのか？ 

(1)給付行政（授益行政） 

国民の福祉の実現・増進の目的から、国民に財、役務、情報等の給付をする行政活動をいう。 

例）生活保護の支給・子育て支援・補助金の交付・道路や公園等の整備・学校教育施設の拡充など 

 

(2)規制行政（侵害行政） 

社会秩序の維持・危険防止の目的から、私人の権利・自由に対して規制を加える行政活動をいう。 

例）税金の徴収（課税処分）・営業免許の取消し、停止処分・交通違反の取り締まり・違法建築物の除却命令など 

 

４ 義務を履行しない場合、どうなるか？ 

(1)私人間の法律関係のケース 

 

100万円の貸金債権（民法上の消費貸借契約） 

ムトウさん（債務者）                      カトウさん（債権者） 

 

債務者であるムトウさんがお金を返さない場合（債務不履行）、債権者のカトウさんは、 

➊裁判所に「貸金返還請求権の訴え」（民事訴訟）を提起し、判決を待つことになる。 

↓ 

原告のカトウさんは勝訴したが、相変わらずムトウさんがお金を返済しない。 

  ↓この場合、カトウさんは、 

➋裁判所に「強制執行の申立て」を提起する。 

裁判所は、カトウさんの財産に対して強制執行を行なう（民事上の強制執行）。 

（例・ムトウさんの財産を差押える。→差押えた財産を競売する。→競売代金からカトウさんは債権 

額相当分を回収する）。 

 

★ポイント 

・カトウさんは自ら取り立てる（強制執行）ことはできない（自力救済の禁止）。 

⇒カトウさんは裁判所に訴えて、判決をもらい、裁判所によって取り立ててもらうしかない。 

 

(2)行政上の法律関係のケース 

 

100万円の課税処分（行政行為） 

ビトウさん（私人）                        横浜市長（行政庁） 

 

地方税法           国税徴収法 

↓法律の根拠          ↓法律の根拠（こっちも別途必要！）           

➊課税処分→➋税金を納めない→➌行政上の強制執行（強制徴収）により行政行為の内容を実現 

（行政行為） （義務の不履行）         

納税の義務が発生 

 

★ポイント 

・民事上の強制執行との違いは、裁判所の助力なしに行政庁自ら取り立てることができる点である。 

 ・行政上の強制執行の例としては、他に「代執行」などがある（例・違法な建物撤去しないときに、 

行政が第三者（例・解体業者）を使って、建物を強制的に撤去する）。 
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第３部 民法 

１ 民法とは？ 

 民法は、社会生活における私人と私人の関係を規律する法律（私法）をいう（全 1044条）。 

 

売買契約（民法555条） 

パソコン  サトウさん                スズキさん 

（売主）                 （買主） 

【民法555条】 

「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する 

ことによって、その効力を生ずる」 

 

２ 民法の基本原則―私的自治の原則 

私法上の法律関係については、個人が自由意思に基づき、自律的に形成することができるとする原則 

である（具体的内容としては、「契約自由の原則」などが挙げられる）。 

∴個人は合理的思考に基づき、自らの判断で行動できるから 

 

国家 

原則介入せず 

売買契約（民法555条） 

パソコン  サトウさん                 スズキさん 

（売主）                 （買主） 

 

３ 物権と債権 

(1)物権とは？ 

 物権とは、物に対する支配権をいう。物権は債権と異なり、直接性と排他性を有する。 

 →物権の典型は、「所有権」である。所有権は使用・収益・処分ができる（完全物権）。 

 

(2)債権とは？ 

債権とは、特定の人に対する特定の行為の請求権をいう。特定の行為の履行を請求できる権利を有 

する人を「債権者」、特定の行為を履行する義務を負う人を「債務者」という。 

例）ＡがＢに1000万円を貸した（消費貸借契約） 

 

貸金支払請求権（債権） 

（債権者）Ａ              Ｂ（債務者） 

貸金支払義務（債務） 

 

・物権（例・所有権）はすべての人に対して主張できる（物権の絶対的効力）。 

これに対し、債権は特定の人（債務者）に対して、特定の行為を請求できるだけである（債権の相対

的効力）。 

→行為請求とは、たとえば、1000 万円の金銭債権なら「ＡはＢに対して、1000 万円支払え」ということである。 

◎債権・債務は、「契約」など（例・売買契約、賃貸借契約、請負契約など）によって発生する。 

◎債務を履行する義務があるにも関わらず、債務者が義務を履行しない場合を「債務不履行」という。 

→「債務不履行」の場合、一定の要件を充たせば契約の解除や、損害賠償の請求などが可能となる。 
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～自己紹介～ 

 

名前  ：紺野 健壱（こんの けんいち） 

担当科目：法律系科目（憲法・行政法・民法）、行政学、社会科学、論作文、面接対策などを担当。 

講師歴 ：10年以上（ＥＹＥでは2012年から講義を担当）。 

出身  ：埼玉県さいたま市出身。 

趣味  ：食べ歩き、カフェ巡り、海外旅行、野球（大の巨人ファン。大学、高校野球も大好き）、サッ

カー（浦和レッズと日本代表を応援）、大相撲観戦、ディズニーランド（好きなキャラはダン

ボ）、カラオケ（年に１回オールします）、歴史（かなりの歴オタ）、インスタなど。 

関心事項：雇用問題、災害対策、今後の埼玉県、さいたま市の発展など 

好きな言葉：「我が道一つをもって是を貫く」、「無理は人の心が作り出すもの」 

経歴  ：在学中に公務員試験に合格し、数年間公務員として勤務。国家Ⅰ種（現・総合職）の法律職、

Ⅱ種（現・一般職）、埼玉県地方上級に最終合格。退職後は、公務員の受験経験、実務経験を活

かして公務員試験対策の講義および受験指導などに携わり現在に至る。 

講師を始めたきっかけ 

：漠然とではあるが、高校生の頃から塾の先生になりたいと思っていた。そう思ったのは、大学

受験のときにすごくお世話になった塾の先生の影響を強く受けたことによる。中学時代に落ち

こぼれて、いわゆる「進学校」ではない高校に進学した自分をその先生は見下したり、出来な

いと決めつけずに本気で合格させようとして引っ張って下さった。その先生のように、目標に

向かって頑張っている受験生を全力でバックアップしたいと思い、受験指導を始めて現在に至

っている。 

公務員をめざした理由 

：大学入学後は外交官になりたいという漠然とした思いはあったものの、特に明確な将来設計も

なくサークルの運営、アルバイト等に明け暮れていたが、大学３年生のときに埼玉県が主催し

た「埼玉県青年洋上大学」（船で中国を訪問し、中国の大学生、社会人たちと交流）に参加した

際に、県の国際交流課の職員たちの奮闘振りを見て感銘を受けて公務員の道をめざすことにし

た。 

 

最後に…：公務員試験に合格するために必要なのは、才能やいわゆる自頭の良さではありません。また、 

出身大学がどこか、学部がどこか、新卒か既卒であるかも関係ありません。 

公務員試験は努力が報われる試験です。 

➊「絶対合格するぞ！」という強い思いを持ち続けること。 

→自分自身を過少評価しない、最初から無理だと思わない、目標を高く持つこと！ 

➋「受験」勉強をすること。 

→出題傾向や問題のクセを把握する、試験に必要な情報を収集する、問題を解く力や必要な知識をイン 

プットする時間を取るなど（講義に出るだけ、きれいなノート作りだけで満足しないこと！） 

➌受験勉強を一定期間続けていく「継続性」 

→特に、③の継続性はとても一番大事だと言えるでしょう（公務員試験に限らず、何事も続けることは 

容易ではありませんが、物事を成すためには必要不可欠な要素です）。 

 

以上の３つがあれば、必ず合格への扉は開かれます。 

公務員試験はやるべきことが多くて大変ですが、焦らずじっくりと最終合格を目指して一歩ず 

つ頑張っていきましょう！ 
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補足 公務員試験について 

１ 公務員の種類・主な試験内容 ※➋の試験実施日は2025年度による。 

(1)国家公務員 

➊採用方法 

省庁別採用（以下の官庁のどこかに採用され、所属する） 

→会計検査院・人事院・内閣府・金融庁・警察庁・防衛省・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・ 

厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省など 

 

➋主な試験内容 ※国家総合職と国家一般職は、２次試験の面接とは別に、「官庁訪問」（省庁別の採用面接のこと）がある。 

・国家総合職（職種：政治国際、法律、経済、人間科学、工学、化学など）※３月16日実施 

→本省採用（例・文部科学省、経済産業省）が中心。将来の幹部候補。全国転勤、海外もあり得る。 

・国家一般職（職種：行政・機械・土木・建築・物理・化学・農学など）※６月１日実施 

→本省採用と出先採用（例・さいたま職業安定局、東京税関、大阪入管など）がある。行政の場合は、北海 

道・東北・関東甲信越・中部・近畿・四国・九州・沖縄の区分で試験が実施される。 

・国税専門官、財務専門官、労働基準監督官 ※５月25日実施 

→いわゆる「国家専門職」。国税専門官は国税局や税務署で、税金に関する調査、検査、指導などを行う専門職 

で研修制度が充実している。また、女性の採用に積極的である。合格者も多く（約3000人）、易化傾向にある。 

・裁判所職員（裁判所事務官・家庭裁判所調査官輔）（総合職・一般職）※５月10日実施 

→各裁判所や家庭裁判所に配属される。家庭裁判所調査官輔は総合職のみで難関の試験である。 

※他に「自衛隊幹部候補生」「外務省専門職員」、「航空管制官」、「防衛省専門職員」「国会図書館職員」「衆議院事務局職員」「参 

議院事務局職員」「法務省専門職員（矯正心理専門職・法務教官）」「皇宮護衛官」「入国警備官」などの採用試験が存在する。 

 

(2)地方公務員 

➊採用方法 

都道府県、市区町村別採用。※警察官は都道府県、消防官は市町村で採用・配属される。 

 

➋主な試験内容 

・道府県（地方上級） ※6月15日（Ａ日程）が中心（北海道など一部例外アリ） 

・東京都 ※Ⅰ類Ｂ（新方式）３月12～25日のうち１日、Ⅰ類Ｂ（一般方式）４月20日実施、Ⅰ類Ａ４月27日 

→Ⅰ類Ａ、Ⅰ類Ｂ一般方式（行政・土木・建築・機械・電気など）、Ⅰ類Ｂ新方式（行政・土木） 

※専門科目が記述式（Ⅰ類Ｂ一般方式の行政は10科目中３科目選択）である。Ⅰ類Ｂ新方式（行政）は専門科目がない。 

・東京 23区特別区 ※Ⅰ類（早期ＳＰＩ枠）３月４日～17日のうちの１日、４月20日実施。 

最終合格発表後に江戸川区を除いて、区面接（区ごとの採用面接）→内定となる。 

→Ⅰ類一般方式（事務、福祉、衛星監視（化学）、土木、機械、心理など）、Ⅰ類土木・建築新方式 

※採用数、合格者数が多い（約2000人）。女性は２次面接で落ちる人が少ない。教養論文の対策が不可欠（ウェイト高い！） 

・政令指定都市※６月15日（Ａ日程）が中心。一部を除いて、府県と政令市は試験日が同じ 

→人口50万人以上の都市（札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、 

名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、岡山市、相模原市、熊本市） 

・政令市以外の市町村 

→主に、Ａ日程（６月第３日曜日実施）、Ｂ日程（７月に実施）、Ｃ日程（９月第３日曜日実施）で実施される 

が、これ以外の日程で実施する市町村も少なくない（１月採用など）。 

※詳細は「受験ジャーナル市役所特集」（実務教育出版）、各市町村のＨＰ等で、日程・試験内容等について調べておくこと。 

※市役所は、①「教養科目のみ」、②「教養科目」＋「専門科目」、③「専門科目のみ」がある。また、これ以外にも民間 

企業のような試験形態（ＳＰＩ試験、適性試験など）を実施する市町村も近年増えている。←注意！ 
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・警察官 ※５月、７月実施が多い。警視庁は４月13日実施。２回以上受験できるところもある。 

→都道府県別採用（警視庁と各都道府県警）。警察官と警察事務がある。警察官は「教養科目のみ」がほとんど 

だが、警察事務は「教養科目」＋「専門科目」を課しているところが多い。 

警察官試験では、「教養科目」以外に論作文、適性検査、身体・体力検査を課される。 

・消防官 ※試験日程は市役所試験と同時に実施するところが多い。東京消防庁は５月11日実施 

→市町村別採用。東京消防庁はⅠ類・Ⅱ類（消防官）以外に少数だが「専門系」や「Ⅰ類・Ⅱ類事務」も募集し 

ている。 

消防官試験では、一部の自治体を除いて「教養科目」のみがほとんどである。東京消防庁は自然科学からの出 

題が多い。筆記試験は警察官より難しい。「教養試験」以外に論文試験、適性試験、身体・体力検査などがある。 

 

２ 公務員試験の出題科目 

(1)筆記試験（五肢択一式のマークシート試験が中心）※出題科目・出題数・試験時間は受験先により異なる。 

➊教養科目 ※全職種共通問題 

知能系 ※国家総合職・一般職、東京都、特別区はウェイトが高い。 

〇文章理解（英文・現代文）  

◎数的処理（判断推理・数的推理・空間把握・資料解釈）→ヤマ！ 出題数も多い 

知識系 ※全問必須解答と選択解答のところがある。 

・社会科学（政治・法律・経済・社会）→専門科目（行政職）と多くがかぶる 

・人文科学（日本史・世界史・地理・文学芸術・思想・国語） 

・自然科学（数学・物理・化学・生物・地学） 

〇時事（社会事情）→東京都や特別区、横浜市などは出題多い、論文や集団討論、面接でも聞かれることがある。 

 

➋専門科目 ※職種ごとに異なる。以下は行政職（事務職）の内容である。 

法律系 

◎憲法、◎行政法、◎民法が中心。＋刑法、労働法、商法、国際法などを出題するところがある。 

経済系 

◎経済原論（ミクロ経済・マクロ経済）、〇財政学が中心。＋経済政策、経済事情、経済史などを出 

題するところがある。→経済がヤマ！ 出題数も多い（特に国家一般職、特別区、地方上級関東型など） 

行政系（学系）  

〇政治学、〇行政学、社会学、経営学が中心。＋社会政策、国際関係、社会・労働事情などを出題す 

るところがある。←単純暗記が中心！短期間で合格レベルに持っていける。 

その他 

英語、会計学、心理学、教育学などを出題する受験先もある（例・国家一般、国税専門官） 

※受験先により、全問必須解答（地方上級全国型、市役所など）、選択解答（例・50問中40問を選択する：地方上級関東型・中部 

北陸型、特別区など）、科目別選択（例・16科目から８科目を選択する：国家一般職、国税専門官など）がある。 

※近年、上記➊➋以外にも民間企業で実施されるような試験（ＳＰＩ、適性試験）を課す自治体（特に市役所）が増えている。 

 

(2)論文・作文 ※１次試験で実施する場合（東京都、特別区など）と２次試験で実施する場合（国家、埼玉県など）がある。 

 

(3)人物試験 ※近年重視の傾向！ 通常は１～２回だが、市役所の中には３回以上実施するところもある。 

◎個別面接はどこでもある。＋集団面接、〇集団討論。他にプレゼンテーションやグループワーク 

などを実施するところもある。 

 

(4)適性試験 

性格適性検査、クレペリン検査など 


